
さいたま都市計画地区計画の変更

さいたま都市計画日進東地区地区計画を次のように変更する。
決 定 告 示 年 月 日

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日

名   称 日進東地区地区計画

位   置
さいたま市北区日進町 2丁目、日進町 3丁目、宮原町 3丁目及び大成町 4丁

目の各一部 

面   積 約 １６．８ ｈａ

地区計画の目標

本地区は、ＪＲ日進駅の北東約０．２ｋｍ、ＪＲ宮原駅の南約０．３ｋｍに

位置し、土地区画整理事業による計画的な基盤整備を図るとともに、商業・業

務機能の集積及び都市型居住機能等の整備による複合市街地の形成を図り、良

好な都市環境の形成に配慮したまちづくりを誘導する。

区域の整備、開発及び保全

に関する方針

〈土地利用の方針〉

地区計画を定める区域は、以下の区分により、それぞれの方針に従って土地

利用を誘導する。

① 業務・研究地区（A 地区） 周辺の居住環境と調和した業務及び研究開

発機能の拠点形成を図る地区とする。

② 業務・商業複合地区（B 地区） 業務・商業機能を誘導し、都市型住宅

の整備と合わせて、生活創造拠点の形成を図る地区とする。

③ 集合住宅地区（C 地区） ゆとりある良質な都市型住宅を整備するとと

もに、居住者向けの生活利便施設の立地を図る地区とする。

④ 公共公益地区（D 地区） 小学校を整備するとともに、地域に開かれた

公共公益機能の拠点形成を図る地区とする。

⑤ 業務・流通地区（Ｅ地区） 市街地の環境に配慮した業務及び流通機能

の形成を図る地区とする。

〈地区施設の整備の方針〉

周辺住民の憩いの場となる公園を配置するとともに、緑の軸となる緑道整備

により安全で快適な歩行者空間ネットワークの形成を図る。

〈建築物等の整備の方針〉

① 適正な土地利用を促進するとともに、土地利用の方針に沿って不適当な

用途の建築物が混在することを防止し、良好な都市環境形成を図るため、

建築物等の用途の制限について定める。

② 本地区に望ましい施設規模を確保し、良好な生活環境の形成や敷地の細

分化の防止を図るため、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の高さ

の最高限度について定める。

③ 本地区に相応しい魅力ある街並み景観の創出を図るため、壁面の位置の

制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造

の制限について定める。

〈その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針〉

オープンスペースや壁面後退等によって生み出された空間については、緑化

の推進に努めるものとする。また、公衆の利用に供する公共・公益施設及び商

業・業務施設等の出入口、通路、階段、便所等については、高齢者や身体障害

者等の利用に配慮する。



地

区

整

備

計

画

地区施設の配置及び規

模

公園    面積 約 １０，０００㎡

緑道１号  幅員 ６．０ｍ  延長 約 １１０ｍ

緑道２号  幅員 ６．０ｍ  延長 約 ２００ｍ

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区

の区

分

区分の名称 Ａ地区

区分の面積 約４．１ｈａ

建築物等の用途の

制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

① 建築基準法別表第２(に)項第４号から第６号、同(ほ)項第２号及び第

３号、同(へ)項第３号及び第５号、同(と)項第３号（ただし、同号(1)、

(2)、(3)、(4)、(8)、(9)、(11)及び(15)を除く。）及び第 4 号（ただ

し、建築基準法施行令第１３０条の９第１項の表の(2)及び(3)に掲げ

る危険物の貯蔵又は処理に供するものを除く。）、同(り)項第２号、同(ぬ)
項第３号（ただし、同号(2)、(4)、(6)及び(12)を除く。）に規定する

もの

② 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に

供する部分の床面積の合計が３０００㎡を超えるもの

③ 葬祭場

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各

号に規定する営業を営む施設

建築物の敷地面積

の最低限度
１，０００㎡

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、地区整備計画図に示す壁面

の位置の制限を越えて建築してはならない。

ただし、公共公益上やむを得ない建築物及び建築物の管理上最小限必

要な付帯施設については、この限りでない。

建築物等の高さの

最高限度

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又

は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに

１０ｍを加えた高さより低くしなければならない。

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限

 建築物の外壁及び屋外広告物は、美観を損なうような刺激的な色彩や

装飾を用いることを避け、地区の環境に調和したものとする。

垣又はさくの構造

の制限

 道路（緑道を含む。）及び公園に面する側の垣又はさくの構造は、景観

や防災に配慮した次の各号のいずれかに該当するものとする。

 ① 生垣や植栽を中心にした材料でつくられたもの

 ② 透視可能な材料でつくられたもの（基礎部分を除く。）
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地区

の区

分

区分の名称 B 地区 C 地区

区分の面積 約４．５ha 約４．３ha

建築物等の用途の

制限

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

① 建築基準法別表第２(に)項第４

号から第６号、同(ほ)項第２号に

規定するもの

② 葬祭場

③ 風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第２条第

１項第２号及び第３号に規定す

る営業を営む施設

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

① 建築基準法別表第２(に)項第４

号から第６号、同(ほ)項第２号及

び第 3 号に規定するもの

② 事務所その他これに類する用

途に供するものでその用途に供

する部分の床面積の合計が３０

００㎡を超えるもの

③ 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するものでその用

途に供する部分の床面積の合計

が３０００㎡を超えるもの

④ 葬祭場

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第２条第

１項第２号及び第３号に規定す

る営業を営む施設

建築物の敷地面積

の最低限度
５００㎡

壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、地区整備計画図に示す壁面

の位置の制限を越えて建築してはならない。

ただし、公共公益上やむを得ない建築物及び建築物の管理上最小限必

要な付帯施設については、この限りでない。

建築物等の高さの

最高限度

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又

は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに

１０ｍを加えた高さより低くしなければならない。

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限

 建築物の外壁及び屋外広告物は、美観を損なうような刺激的な色彩や

装飾を用いることを避け、地区の環境に調和したものとする。

垣又はさくの構造

の制限

 道路（緑道を含む。）及び公園に面する側の垣又はさくの構造は、景観

や防災に配慮した次の各号のいずれかに該当するものとする。

 ① 生垣や植栽を中心にした材料でつくられたもの

 ② 透視可能な材料でつくられたもの（基礎部分を除く。）
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地区

の区

分

区分の名称 Ｄ地区 E 地区

区分の面積 約２．５ha 約１．４ha

建築物等の用途の

制限

次の各号に掲げる建築物以外の

建築物は、建築してはならない。

① 建築基準法別表第２(い)項第４

号、第６号、第８号及び第９号、

同(は)項第２号、第４号及び第６

号

② 事務所

③ 前２号の建築物に附属するも

の（ただし、建築基準法施行令第

１３０条の５に規定されるもの

を除く。）

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

① 建築基準法別表第２(に)項第４

号から第６号、同(ほ)項第２号及

び第３号、同(へ)項第２号及び第

３号、同(と)項第３号及び第４号、

同(り)項第２号、同(ぬ)項第３号

に規定するもの

② 店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するものでその用

途に供する部分の床面積の合計

が３０００㎡を超えるもの

③ 葬祭場

④ 風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第２条第

１項各号に規定する営業を営む

施設

建築物の敷地面積

の最低限度
５００㎡ １，０００㎡

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、地区整備計画図に示す壁面

の位置の制限を越えて建築してはならない。

ただし、公共公益上やむを得ない建築物及び建築物の管理上最小限必

要な付帯施設については、この限りでない。

建築物等の高さの

最高限度

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又

は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに

１０ｍを加えた高さより低くしなければならない。

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限

 建築物の外壁及び屋外広告物は、美観を損なうような刺激的な色彩や

装飾を用いることを避け、地区の環境に調和したものとする。

垣又はさくの構造

の制限

 道路（緑道を含む。）及び公園に面する側の垣又はさくの構造は、景観

や防災に配慮した次の各号のいずれかに該当するものとする。

 ① 生垣や植栽を中心にした材料でつくられたもの

 ② 透視可能な材料でつくられたもの（基礎部分を除く。）

理 由  都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）による建築基準法の一部改正に伴

い、建築物等の用途の制限について変更を行うものである。 


